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•高校生年代までの方
（18歳に達する日以後最
初の3月31日までの方）

•後期高齢者医療制度に
加入している方で、心
身障害者医療費助成
又は精神障害者医療
費助成の対象となる
障がいを持つ方か、ひ
とり親家庭など医療費
助成の対象となる方

•75歳未満までの方
（※後期高齢者医療制度
該当者は除きます）
•身体障害者手帳
　1級～3級
•療育手帳　A・B

•高校生年代までの方
（18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの方）

•上記の児童を扶養ま
たは養育している方

•75歳未満の方
•精神障害者手帳
　1級・2級

○手続きに必要なもの
•対象者の健康保険の情報がわかるもの（資格確認書　など）
•振込口座の分かるもの（預金通帳　など）
•障害者手帳　など

•生活保護受給者は対象となりません。
•食事療養費、差額ベッド代などは対象となりません。
•社会保険の資格をお持ちの方で、医療費が高額となり、高額療養費や附加給付などが助成された
場合は、差額分のみの支給となります。
•三郷町の国民健康保険の方は、高額療養費分と合算して助成します。
•窓口での支払が困難な方については、保険課までご相談ください。

保険診療にかかる自己負担
額を全額助成

対象となる福祉医療に準ずる

※年齢が子ども医療費助成
に該当される方は、その年
齢の間は子ども医療費助
成の助成内容となります

保険診療にかかる自己負担
額のうち、ひと月1医療機関
ごとに500円の一部負担金
（調剤薬局分を除く）を差し
引いた額を助成

※14日以上の入院は一部負
担金が1,000円になります

所得制限標準額助成内容対象者福祉医療制度名

子ども医療費
助成

ひとり親家庭等
医療費助成

心身障害者
医療費助成

精神障害者
医療費助成

重度心身
障害老人等
医療費助成

共通事項

　町民の皆さんが安心して暮らせるように、町では、健康の保持や福祉施策として、次のとおり、
医療費の助成を行っています。助成を受けるには、必ず申請が必要です。
申請・お問い合わせ先　保険課　☎４３－７３２５　　　

（万円）

扶養の
人数
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2人
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207.5

245.5
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321.5
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706.2

727.5
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本人の
所得額

扶養義務者
等の所得額
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令和７年度上半期 私たちの町の
財政状況をお知らせします

基金の現在高 ９月末現在高 町債の残高 ９月末現在高

財政調整基金（減債基金含む）

公共施設整備基金 

その他基金

合　　計

一般会計

下水道事業

合　　計

※町債の償還に際しては地方交付税で一部補てんされ
るほか、財政の硬直化を防ぐため、計画的な運用に努
めています。

　本町では、町の財政がどのように運営されているかを町民の皆さんに知っていただくため、毎年6月と１２月に
財政状況を公表しています。今回の公表の数値は令和７年９月末現在のものです。

予算額 収入済額 支出済額

一般会計 122億1,283万円 56億 756万円 43億9,665万円

1億6,510万円

290万円

24億1,075万円

23億7,052万円

5億6,498万円

55億1,425万円

253万円

18万円

9億9,598万円

10億2,894万円

1億7,114万円

21億9,877万円

1億6,037万円

17万円

8億7,586万円

9億3,584万円

1億6,025万円

21億3,249万円

特別会計

住宅新築資金等貸付事業

し尿浄化槽管理

国民健康保険

介護保険事業

後期高齢者医療

合　計

下水道事業会計 予　算　額 収入支出済額

6億7,285万円

6億3,556万円

3億1,148万円

5億1,017万円

3億5,913万円

2億4,191万円

7,658万円

1億6,810万円

15億1,135万円

4億8,857万円

8億 280万円

28億 272万円

106億3,655万円

30億5,117万円

136億8,772万円

収益的収入

収益的支出

資本的収入

資本的支出


